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㈱オネスト・オネスト東日本㈱ 

【連絡事項】 
○ ㈱オネスト、オネスト東日本㈱ 事務所の年末年始休暇予定について 

オネスト、並びに、オネスト東日本の本社及び各支店の年末年始休暇は、12月 28日（火）～1月 3日（月）の予定で

す。事務所の電話については、転送になると思いますが、緊急の連絡等については個人携帯までお願い致します。尚、

現在配属中の方の休日については、配属先に準ずる事になります。各配属先、及び、各自の年末年始休暇予定について

は、各担当までお知らせ下さい。宜しくお願い致します。 

○ 12月末の日報提出について 

 年内の業務終了日に必ず、日報を FAX やメールをお願い致します。請求書提出や、休み明けすぐの給与確定となりま

すので、日報が届いていない為に計算が出来ないというような事にならないよう、ご協力をお願い致します。（企業先の

確認印があるものが基本ですが、担当者等が不在の場合には、確認印の無いものを取り急ぎ送付し、後日、確認印のあ

るものを再度送付して下さい。） 

 現場や事業所によって、請求書の締切りが通常の月とは異なる場合、営業の方でも確認はしていきますが、確認出来

た方は連絡をお願い致します。 

○ 新型コロナの感染防止対策は継続していきましょう 

 新型コロナウイルスでは、変位したオミクロン株が各国でも脅威となっています。日本でも感染者が確認され、今後

の広がりが心配されるところです。日常としては、感染者数も落ち着き、規制も緩やかになっている状況ではあります

が、今後の報道などに注力し、引き続き感染防止対策をしていきましょう。 

○ 地震や災害に備えておきましょう 

先日、12/3に山梨県・大月市で震度 5弱、和歌山県・御坊市でも同日に、震度 5弱の地震がありました。そして、鹿

児島県・諏訪之瀬島の噴火とともに、トカラ群発地震が観測されています。また、海外では、インドネシア・ジャワ島

での噴火により死傷者 100 人超との報道もされています。さかのぼれば、10 月に岩手県沖での地震、千葉県・北西部、

9月に石川県・能登地方と震度 5弱～5強の地震が観測されています。8月の小笠原諸島での海底火山による軽石被害も

まだ報道されています。いつどこで、地震や火山の噴火などがあるかも知れません。再度、地震や災害に対する備えを

確認しておきましょう。 

自宅等に於いては、家具の転倒防止、飲料水・食料・非常時持出袋、医薬品、貴重品、衣類、日常品等の点検、連絡

方法等の点検をしておきましょう。現場では、整理整頓や避難路の確保、落下物の防止策など、日頃から不安定な状況

ではなく、安定した状態が保てるよう計画や作業手順が必要です。尚、津波など非難が必要な場合は、迅速な避難をお

願いします。特に、海岸近くで勤務されている方は、現場作業所として避難場所と経路を決めておくことが大切です。 
○ 冬道での安全運転及び、各県での交通安全運動について 

12月に入り、本格的に冬を感じる季節となってきました。北海道・東北をはじめ、場所によっては凍結や積雪も観測

される時期です。天候と路面に応じたスピードと車間距離をとり、余裕を持った運転を心掛けましょう。スタットレス

タイヤやすべり止めの必要なところでは、必要に応じた装備での走行が必要です。また、全国統一ではありませんが、

各地で冬の交通安全運動が実施されています。交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。 

＜各地の冬の交通安全運動＞ 

・北海道 11月 13日（土）～11月 22日（月） ・宮城県 12月 1日（水）～12月 31日（金） 

・神奈川県 12月 11日（土）～12月 20日（月） ・愛知県 12月 1日（水）～12月 10日（金） 

・大阪府（例年）12月 1日（水）～12月 31日（金） ・福岡県（例年）12月 11日（土）～12月 31日（金） 

○ 令和 3年度 建設業年末年始労働災害防止強調期間について 

建設業年末年始労働災害防止強調期間は、工事の輻輳化による労働災害の増加や冬の季節特有の災害について注意を

促し、無事故無災害で年末年始を迎えていただくため、毎年活動がされています。 

各配属先でも取組みがなされると思いますが、年末に向け忙しくなる中、作業員全員の安全と、ご自身の安全に十分

ご注意いただき、新しい年を迎えられる事を祈念致します。 

・期間：令和 3年 12月 1日～令和 4年 1月 15日  ・スローガン：「無事故の歳末 明るい正月」 

＜重点事項＞ 

1.経営トップ等による現場点検の実施 9. 公衆災害の防止 

2.墜落・転落災害の防止 10.積雪・雪崩災害の防止 

3.建設機械・クレーン等災害の防止 11.作業所閉所中の保安対策 

4.倒壊・崩壊災害の防止 12.職業性疾病の防止 

5.交通労働災害の防止 13.化学物質に関するリスクアセスメントの実施 

6.火災・爆発等災害の防止 14.現場におけるメンタルヘルス対策の推進 

7.転倒災害の防止 15.健康確保対策の充実 

8.不安全行動による災害の防止  

  



 
 

○ 建設現場における派遣契約での業務範囲について 

先月、取引先企業の現場から、他社の派遣社員が労災にあったとの連絡がありました。詳細は不明ですが、派遣社員

としてしてはならない作業により怪我をしたとの事で、弊社での周知はどのようになっているかの問合せもありました。

今まで何度も耳にしたという方もいると思いますが、再度、要点を記載致しますので、確認と共にご留意をお願い致し

ます。 

現在、企業先との契約については、派遣契約にて締結しております。業務内容は契約によりそれぞれですが、施工管

理、施工図作成、設計業務、CADオペレーターなどになります。基本的に、派遣法では直接作業に従事する「建設業務」

を禁止しています。派遣契約の中で、「建設業務」を行った場合には、当然に派遣法違反となります。 

 
 
 
【資格】※注意：新型コロナウイルス関連により、日程や申込み方法の変更が見られます。 

受験を予定されている方は、今後の変更を含めて最新の情報をホームページ等にてご確認下さい。 

 
○ 建築積算士 ＜公益社団法人日本建築積算協会 http://bsij.or.jp/＞ 

申 込  期 間  1次試験：8月 31日（火）にて終了 

        2次試験：12月 7日（火）にて終了 

試   験   日  1次試験：10月 24日（日）にて終了 

        2次試験：2022年 1月 23日（日） 

○ 技術士（第二次試験） ＜公益社団法人日本技術士会 http://www.engineer.or.jp/＞ 

申 込  期 間  4月 19日（月）にて終了 

試   験   日  筆記： 7月 10日（土）・11日（日）にて終了 

   第 2次検定：2021年 12月～2022年 1月で通知 

○ 第 2種電気工事士（下期試験） ＜一般財団法人電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/＞ 

申 込  期 間  9月 2日（木）にて終了 

試   験   日  筆記：10月 24日（日）にて終了 

   技能：2021年 12月 18日（土）または 12月 19日（日） 

○ 土地家屋調査士 ＜法務省 http://www.moj.go.jp/＞ 

申 込  期 間  8月 6日（金）にて終了 

試   験   日  筆記：10月 17日（日）にて終了 

   口頭：2022年 1月 27日（木） 

○ 3次元 CAD利用技術者試験 2級＜一般社団法人日本ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ協会 http://www.jpsa.or.jp/ 

申 込  期 間  2021年 4月 6日～2022年 2月 28日 

試   験   日  2021年 4月 9日～2022年 3月 31日 

   ※2級は CBT試験、1級・準 1級と 2級の併願受験は不可 

 

■建設業務（派遣禁止業務） 

労働者派遣法第 4 条第 1 項第 2 号において「労働者派遣ができない業務（派遣禁止業務）」とされている「建設業務」の

範囲は次のように定められています。 

 

ここでいう「建設業務」は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこ

れらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限

られる。 

また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣となる

ものである。 

 

■ 建設現場における派遣労働者が出来る業務 

建設現場の現場事務所での事務員、CAD オペレーター、施工管理の業務などの「建設、改造、保存、修理、変更、破壊

若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業」に直接従事しない業務。 

ただし、施工管理業務などで派遣されてきた労働者が、空き時間等に資材置き場の整理や残材片付けなどをさせること

は「建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業の準備の作業」に直接従事したものとして、労働者派遣法違

反となります。 

 

■施工管理の業務範囲 

土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、 

・工事の工程管理（スケジュール、施工順序、施工手順等の管理） 

・品質管理（強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理） 

・安全管理（従業員の災害防止、公害防止等）など 

工事の施工の管理を行ういわゆる「施工管理業務」の範囲となります。 


